
南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱

平成２４年 ６月２７日 告示第 ７０号

平成２５年１２月２７日 告示第１１８号

平成２７年 ３月３１日 告示第 ２９号

平成２８年 ５月１７日 告示第 ６４号

平成２９年 ５月 ９日 告示第 ５０号

平成３０年１１月３０日 告示第１３８号

令和 元年 ９月１０日 告示第 ６０号

令和 ２年 ７月 ６日 告示第１１５号

令和 ３年 ７月 ６日 告示第１１６号

令和 ５年 ８月３０日 告示第１１４号

令和 ６年 ３月１９日 告示第 ２５号

令和 ７年 ３月２５日 告示第 ２９号

令和 ８年 １月２７日 告示第 ７号

（趣旨）

第１条 この要綱は、南国市補助金の交付に関する条例（昭和５３年南国市条例第

２０号）第１７条の規定に基づき、南国市住宅等耐震改修費補助金（以下「補助

金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（補助目的）

第２条 この補助金は、南国市内にある耐震性が不十分である住宅及びコンクリー

トブロック塀等の耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の

一部を補助することにより、耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅及びコン

クリートブロック塀等の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。

（用語の定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

(1) 住宅 戸建て、長屋及び共同住宅（併用住宅を含む。）をいい、貸家を含

む。

(2) コンクリートブロック塀等 地域防災計画（災害対策基本法（昭和３６年法

律第２２３号）第２条第１０号に規定する地域防災計画をいう。）により緊急



輸送道路若しくは避難路とされたもの、耐震改修促進計画（建築物の耐震改修

の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第５条第１項の規定により高

知県が定める建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画並びに同

条第７項の規定により南国市が定める建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を

図るための計画をいう。）により避難路とされたもの又は南国市が定める津波

避難計画により避難路とされたもの（以下「避難路等」という。）の沿道に位

置する補強コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート塀及び組積造の塀をい

う。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(3) 既存住宅 昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅（人の居住の用に供

する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定す

る建築物をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）をいう。ただし、次に掲

げるものを除く。

ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの

イ 販売を目的とするもの

(4) 既存木造住宅 既存住宅のうち木造の在来工法（軸組構法及び伝統構法をい

う。）又は枠組壁工法による住宅をいう。

(5) 既存非木造住宅 既存住宅のうち鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの

構造と木造との混構造の住宅をいう。

(6) 木造住宅耐震診断士 高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱（平成１９年

４月１７日制定）に基づき実施された講習会の課程を修了し、高知県に登録し

た者をいう。

(7) 構造設計一級建築士等 構造設計一級建築士（建築士法（昭和２５年法律第

２０２号）第１０条の２の２第３項に規定する構造設計一級建築士をいう。）

又は鉄骨造の構造部分を有する住宅にあっては鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄

筋コンクリート造の構造部分を有する住宅にあっては鉄筋コンクリート造耐震

診断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する住宅にあっては

鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習を修了した者をいう。

(8) 木造住宅耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本

的な方針（平成１８年１月２５日付け国土交通省告示第１８４号）別添建築物

の耐震診断の指針第１の１の規定又は２０１２年改訂版高知県木造住宅耐震診

断マニュアルに基づき第６号に規定する木造住宅耐震診断士が実施する耐震診



断をいう。

(9) 非木造住宅耐震診断 構造設計一級建築士等が構造耐力上独立した１棟を単

位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく基本方針に定められ

た「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の

耐震診断基準」若しくは「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準

」の第２次診断法若しくは第３次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリ

ート造建築物の耐震診断指針」により構造耐力上主要な部分の地震に対する安

全性の評価をすることをいう。

(10) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱（平成１９

年４月１７日制定）に基づき登録された建築士事務所をいう。

(11) 登録工務店 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録さ

れた工務店をいう。

(12) 支援機関 高知県住宅・建築物耐震改修支援機関登録制度要綱に基づき登録

された支援機関をいう。

(13) 木造住宅耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補

強工事の設計図書（計画書及び積算見積書を含む。以下同じ。）の作成で、登

録設計事務所が行うものをいう。

(14) 非木造住宅耐震改修設計 既存非木造住宅に係る地震に対する安全性の向上

を目的として実施する補強工事の設計図書の作成をいう。

(15) 木造住宅耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補

強工事を含む改修工事で、登録工務店が施工するものをいう。

(16) 非木造住宅耐震改修工事 既存非木造住宅に係る地震に対する安全性の向上

を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。

(17) コンクリートブロック塀等耐震改修工事 コンクリートブロック塀等の安全

性の向上を目的として実施する工事で登録工務店、建設業者（建設業法（昭和

２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

）又は解体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１

２年法律第１０４号）第２１条第１項の登録を受けて解体工事業を営む者をい

う。）が施工するものをいう。

(18) 利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震化改修

融資への利子補給制度をいう。



（補助対象者）

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。

(1) 南国市内の現に居住の用に供している既存住宅又はコンクリートブロック塀

等の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等市長が補助

対象者として適当と認めるものについては、この限りでない。

(2) 南国市及び居住地の市区町村税並びに高知県税を滞納していない者であるこ

と。

（補助対象事業）

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次

の各号の補助対象者が行う事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を

満たすものとする。

(1) 木造住宅耐震改修設計 次のいずれにも該当するもの

ア 木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値（以下「評点」と

いう。）が１．０未満と診断された既存木造住宅又は耐震診断士が精密診断

法により診断した結果、評点が１．０未満と診断された住宅に係るもの

イ 耐震診断士が一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラ

ム評価制度を取得したコンピュータソフト（以下「認定ソフト」という。）

の精密診断法による診断（国立大学等の公的機関による実験データに基づき

公表された数値（市長が認めるものに限る。）を用いるものを含む。）を

し、改修後の評点が１．０以上となるもの又は市長が別に認めたもの

ウ 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。

(2) 非木造住宅耐震改修設計 非木造住宅耐震診断の結果、安全な構造でないと

判断された既存非木造住宅について耐震改修の設計をし、構造設計一級建築士

等が安全性を確認したもので、原則として引き続きその設計により耐震改修の

工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(3) 木造住宅耐震改修工事 木造住宅耐震診断の結果に基づき木造住宅耐震改修

設計を行った既存木造住宅（明らかな法律違反がないもの又は当該木造住宅耐

震改修工事に伴い法律違反を是正するものに限る。）の耐震改修の工事で、次

のいずれかに該当するもの



ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が１．０以

上となるもの

イ 特殊型 アと同等以上の耐震性があると市長が認めるもの

ウ １階改修型 １階のみ改修するもので、認定ソフトの精密診断法により診

断し、改修後の１階部分の評点が１．０以上となるもの

(4) 非木造住宅耐震改修工事 非木造住宅耐震診断の結果に基づき非木造住宅耐

震改修設計を行った既存非木造住宅（明らかな法律違反がないもの又は当該非

木造住宅耐震改修工事に伴い法律違反を是正するものに限る。）の耐震改修の

工事で、当該改修後の既存非木造住宅について構造設計一級建築士等が現場の

確認等により地震に対する安全性を確認したもの

(5) コンクリートブロック塀等耐震改修工事 建築士法第２条第１項に規定する

建築士が補強コンクリート塀及び鉄筋コンクリート塀については補強コンクリ

ートブロック塀等の点検表（様式第１号）により、組積造の塀については組積

造の塀の点検表（様式第２号）により安全対策が必要と確認したコンクリート

ブロック塀等の工事で、次のいずれかに該当するもの

ア コンクリートブロック塀等を撤去するもの

イ コンクリートブロック塀等を生け垣、フェンス等に変更するもの

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

第７条 削除

第８条 削除

（事業認定の申込み等）

第９条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする

補助対象事業のそれぞれ着手の予定の１月前までに、次の各号の区分に応じ、当

該各号に定める申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅耐震改修設計 木造住宅耐震改修事業認定申請書（設計）（様式第

３号）

(2) 木造住宅耐震改修工事 木造住宅耐震改修事業認定申請書（工事）（様式第

３号の２）

(3) 非木造住宅耐震改修設計 非木造住宅耐震改修事業認定申請書（設計）（様

式第４号）



(4) 非木造住宅耐震改修工事 非木造住宅耐震改修事業認定申請書（工事）（様

式第４号の２）

(5) コンクリートブロック塀等耐震改修工事 コンクリートブロック塀等耐震改

修事業認定申請書（様式第５号）

２ 木造住宅耐震改修設計及び非木造住宅耐震改修設計（以下「住宅耐震改修設計

」という。）に係る前項の申請書の関係書類は、次のとおりとする。

(1) 耐震診断報告書（写し）（ただし、南国市の耐震診断調査事業により作成さ

れたもの又は支援機関の確認を受けたものに限る。）

(2) 住宅耐震改修設計見積内訳書

(3) 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は、住宅耐震改修設計を行うこと

についての占有者の同意書（様式第６号）

(4) 当該建築物の所有者と補助対象者が異なる場合は、住宅耐震改修設計を行う

ことについての所有者の同意書（様式第６号の２）

(5) 南国市及び居住地の市区町村税並びに高知県税の滞納のないことを証する書

類

(6) 当該建築物の所有者と補助対象者が異なる場合は、所有者の南国市税の滞納

のないことを証する書類

(7) 補助金を受けようとする住宅の所有者が分かる書類

(8) 当該建築物の所有者と補助対象者が異なる場合は、所有者と補助対象者の関

係性が分かる書類

(9) 昭和５６年５月３１日までに建築したことが分かる書類

(10) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書

(11) その他市長が必要と認める書類

３ 木造住宅耐震改修工事及び非木造住宅耐震改修工事（以下「住宅耐震改修工事

」という。）に係る第１項の申請書の関係書類は、次のとおりとする。

(1) 改修計画報告書（木造住宅に係るものにあっては様式第７号、非木造住宅に

係るものにあっては様式第７号の２）

(2) 住宅耐震改修工事後の精密診断法による想定耐震診断報告書（木造住宅耐震

診断士又は構造設計一級建築士等の氏名及び登録番号の記載があるもの）

(3) 位置図、配置図、平面図等（改修内容の記載されたもの）

(4) 住宅耐震改修工事費見積内訳書



(5) 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は、住宅耐震改修工事を行うこと

についての占有者の同意書（様式第６号）

(6) 当該建築物の所有者と補助対象者が異なる場合は、住宅耐震改修工事を行う

ことについての所有者の同意書（様式第６号の２）

(7) 段階的改修の実施に関する理由書及び誓約書（様式第８号）（第５条第３号

ウに掲げる住宅耐震改修工事の場合に限る。）

(8) 利子補給制度を利用する場合は、利用対象証明書発行申請書及び利用に関す

る書類

(9) その他市長が必要と認める書類

４ コンクリートブロック塀等耐震改修工事に係る第１項の申請書の関係書類は、

次のとおりとする。

(1) 事業計画書（コンクリートブロック塀等）（様式第９号）

(2) 付近見取図

(3) 施工前の写真

(4) 工事に要する経費の見積書（写し）

(5) 補強コンクリートブロック塀の点検表又は組積造の塀の点検表

(6) 改修後の状況が分かる平面図及び断面図（撤去のみの場合は、不要）

(7) 南国市及び居住地の市区町村税並びに高知県税の滞納のないことを証する書

類

(8) 当該コンクリートブロック塀等の所有者と補助対象者が異なる場合は、コン

クリートブロック塀等耐震改修工事を行うことについての所有者の同意書（様

式第６号の２）

(9) 建築基準法に規定する接道義務の遵守等に関する誓約書（様式第９号の２）

(10) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書

(11) その他市長が必要と認める書類

５ 第１項の規定による補助金の交付の申請をする場合において、当該補助金に係

る消費税仕入控除税額等（補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び

地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をい

う。以下同じ。）があるときは、これを補助金の額から減額して申請しなければ



ならない。ただし、申請時において、当該消費税仕入控除税額等が明らかでない

ときは、この限りでない。

６ 市長は、第１項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、認定する

と決定したときは耐震改修事業認定通知書（様式第１０号）により、認定しない

と決定したときはその旨を書面により、当該申請をした補助対象者に通知するも

のとする。

７ 市長は、利子補給制度の利用対象証明書発行申請書の提出があった場合は、そ

の内容を審査し、発行すると決定したときは、前項の通知と併せて利子補給制度

利用対象証明書を発行するものとする。

８ 市長は、第１項の申請書の提出があった後、必要に応じて現地調査等を行うこ

とができるものとし、補助対象者は、この現地調査等に協力しなければならな

い。

（認定内容の変更等）

第１０条 前条第６項に規定する認定の決定の通知を受けた補助対象者（以下「補

助事業者」という。）は、当該認定を受けた補助対象事業（以下「補助事業」と

いう。）の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ耐震改修事

業変更等承認申請書（様式第１１号）に必要な書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。

(1) 住宅耐震改修設計又は住宅耐震改修工事の施工箇所又は施工方法の変更（認

定ソフトの精密診断法により診断した住宅耐震改修後の評点が下がらないもの

に限る。）

(2) 補助金の交付の対象とならない経費の金額の変更

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、変更又は中止の

可否を決定し、耐震改修事業変更等承認通知書（様式第 12 号）により補助事業

者に通知するものとする。

（実績報告）

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付を受けようと

する年度の１月末日までに耐震改修事業実績報告書（木造住宅に係るものにあっ

ては様式第１３号、非木造住宅に係るものにあっては様式第１３号の２）に関係

書類を添えて市長に報告しなければならない。

２ 住宅耐震改修設計に係る前項の実績報告書の関係書類は、次のとおりとする。



(1) 住宅耐震改修工事後の精密診断法による想定耐震診断報告書（木造住宅耐震

診断士又は構造設計一級建築士等の氏名及び登録番号の記載があるもの）

(2) 住宅耐震改修設計図書

(3) 住宅耐震改修工事費見積内訳書

(4) 住宅耐震改修設計契約書（写し）

(5) 住宅耐震改修設計代金領収書（補助事業者が補助金の交付の請求及び受領

を、住宅耐震改修設計を行った者に委任する場合は、補助事業に要した経費か

ら補助金交付申請予定額を差し引いた額を支払ったことがわかる領収書）（写

し）

(6) その他市長が必要と認める書類

３ 住宅耐震改修工事に係る第１項の実績報告書の関係書類は、次のとおりとす

る。

(1) 改修実績報告書（木造住宅に係るものにあっては様式第７号、非木造住宅に

係るものにあっては様式第７号の２）

(2) 住宅耐震改修工事後の精密診断法による耐震診断報告書（木造住宅耐震診断

士又は構造設計一級建築士等の氏名及び登録番号の記載があるもの）

(3) 住宅耐震改修工事竣工図（改修内容の記載されたもの）

(4) 住宅耐震改修工事写真（すべての補強箇所の補強内容等が確認できるもの）

(5) 住宅耐震改修工事請負契約書（写し）

(6) 住宅耐震改修工事代金領収書（補助事業者が補助金の交付の請求及び受領

を、住宅耐震改修工事を行った者に委任する場合は、補助事業に要した経費か

ら補助金交付申請予定額を差し引いた額を支払ったことがわかる領収書）（写

し）

(7) その他市長が必要と認める書類

４ コンクリートブロック塀等耐震改修工事に係る第１項の実績報告書の関係書類

は、次のとおりとする。

(1) 事業の完成を確認できる全景写真

(2) 工事に要した経費の領収書（補助事業者が補助金の交付の請求及び受領を、

コンクリートブロック塀等耐震改修工事を行った者に委任する場合は、補助事

業に要した経費から補助金交付申請予定額を差し引いた額を支払ったことがわ

かる領収書）（写し）



(3) 耐震改修等請負契約書（写し）

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１２条

の３に規定する産業廃棄物管理票（マニフェスト（Ｅ票））

(5) その他市長が必要と認める書類

５ 補助事業者は、第９条第５項ただし書の規定により申請をした場合において、

第１項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等

が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならな

い。

６ 補助事業者は、第９条第５項ただし書の規定により申請をした場合において、

第１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費

税仕入控除税額等が確定したときは、当該金額について、速やかに市長に報告す

るとともに南国市に返還しなければならない。

（完了検査）

第１２条 市長は、前条の報告があった場合は、その書類の審査及び現地調査等を

行い、補助事業の認定の内容に適合すると認めるときは、耐震改修事業検査確認

通知書（様式第１４号）により、補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付申請）

第１３条 前条の完了検査の確認通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受け

ようとするときは、南国市住宅等耐震改修費補助金交付申請書（様式第１５号）

を確認通知を受けた日から３０日以内又は当該年度に属する２月２８日までのい

ずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

（補助金の交付決定）

第１４条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査

し、適当と認めるときは、南国市住宅等耐震改修費補助金交付決定通知書（様式

第１６号）により補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付請求及び交付）

第１５条 補助事業者は、前条に規定する補助金の交付の決定の通知を受けたとき

は、南国市住宅等耐震改修費補助金交付請求書（様式第１７号）により市長に補

助金の交付を請求するものとする。

２ 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

（代理受領）



第１６条 補助事業者は、住宅耐震改修設計、住宅耐震改修工事又はコンクリート

ブロック塀等耐震改修工事に係る補助事業について、前条第１項の規定による補

助金の交付の請求及び受領を、住宅耐震改修設計に係る補助金にあっては当該住

宅耐震改修設計を行った者に、住宅耐震改修工事に係る補助金にあっては当該住

宅耐震改修工事を行った者に、コンクリートブロック塀等耐震改修工事に係る補

助金にあっては当該コンクリートブロック塀等耐震改修工事を行った者に委任す

る方法（以下「代理受領」という。）により行うことができる。ただし、補助事

業者が、当該補助事業に要した経費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、

住宅耐震改修設計を行った者、住宅耐震改修工事を行った者又はコンクリートブ

ロック塀等耐震改修工事を行った者に対して支払っている場合は、当該補助事業

に係る補助金について代理受領はできないものとする。

２ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、補助事業者が第１４条に

規定する補助金の交付の決定を受けたときは、南国市住宅等耐震改修費補助金交

付請求書（代理受領）（様式第１８号）に、代理受領に関する委任状（様式第１

９号）を添えて市長に補助金の交付を請求するものとする。

３ 市長は、前項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認め

たときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

（現場検査等）

第１７条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、

補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現

場検査をすることができる。

２ 補助事業者は、前項の現場検査が行われるときは、当該補助事業に係る木造住

宅耐震診断士又は構造設計一級建築士等を検査に立ち会わせなければならない。

（遵守事項）

第１８条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属す

る会計年度の翌年度から起算して５年間保管すること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意を

もって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運

用を図ること。



(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている

耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けずに、補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供さな

いこと。

(5) 前号の市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当

該収入の全部又は一部を南国市に納付させることがあること。

（補助金の交付決定の取消し）

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

（補助金の返還）

第２０条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているとき

は、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

（その他）

第２１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

１ この要綱は、公布の日から施行する。

２ この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の南国市木造住宅耐震改修費

補助金交付要綱の規定によってした処分、手続きその他の行為は、この要綱の相

当規定によってしたものとみなす。

附 則（平成２５年告示第１１８号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成２７年告示第２９号）

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年告示第６４号）



１ この要綱は、公布の日から施行する。

２ この要綱による改正後の南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第６条第１項

第１号及び第３号の規定は、この要綱の施行の日以後に補助金の交付の決定を行

う事業から適用する。

附 則（平成２９年告示第５０号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成３０年告示第１３８号）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

２ この要綱の施行の日前に事業認定の申請がされている事業に係る補助金につい

ては、なお従前の例による。

附 則（令和元年告示第６０号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和２年告示第１１５号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和３年告示第１１６号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和５年告示第１１４号）

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行前に、この要綱による改正前の南国市住宅等耐震改修費補助金

交付要綱第９条第１項の規定による事業認定の申請がされている事業について

は、なお従前の例による。

附 則（令和６年告示第２５号）

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和７年告示第２９号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和８年告示第７号）

この要綱は、公布の日から施行する。



別表（第６条関係）

注意 １ この表の規定により計算された１戸当たり又は１敷地当たりの補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

２ 住宅耐震改修設計に要した費用及び住宅耐震改修工事に要した費用に、耐震補強に明らかに寄与しない設計及び工事に係る費用が含まれている場合は、当該

費用を除いて算定するものとする。

３ コンクリートブロック塀等耐震改修工事に要した費用に、避難路等に面していない補強コンクリートブロック塀及び組積造の塀に係る工事の費用が含まれて

いる場合は、当該費用を除いて算定するものとする。

区分 補助金の額 補助上限額

住宅耐震

改修設計

木造住宅耐震改修設

計及び非木造住宅耐

震改修設計

１戸当たりの住宅耐震改修設計に要した費用の額 ３２万４千円

住宅耐震

改修工事

木造住宅耐震改修工

事（１階改修型を除

く。）及び非木造住宅

耐震改修工事

１戸当たりの住宅耐震改修工事に要した費用の額 １６０万円（利子補給制度を利用する場合は１０２．５万円）。

ただし、補助対象者が住宅耐震改修工事に係る工事の契約を

次のいずれかに該当する登録工務店と締結し、工事を施工し

た場合は、１６５万円（利子補給制度を利用する場合は

１０７．５万円）。

(1) 南国市内に本店を有する法人

(2) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に

より南国市に住所を有する個人事業主

木造住宅耐震改修工

事（１階改修型）

１２７万１千円

コンクリートブロック塀等耐震

改修工事

コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用が２０万５千円以

内の場合

次に掲げる額の合計額

ア １敷地当たりのコンクリートブロック塀等の撤去に要する費

用の額と撤去するコンクリートブロック塀等の長さ１メートル

当たり８万円を乗じて得た額のいずれか低い額

イ コンクリートブロック塀等を撤去した後に設置する生け垣、

フェンス等の設置に要する費用の額

２０万５千円

コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用が２０万５千円を

超える場合

１敷地当たりのコンクリートブロック塀等の撤去に要する費用

の額と撤去するコンクリートブロック塀等の長さ１メートル当た

り８万円を乗じて得た額のいずれか低い額

４０万円


